
第　七　報　イ　ン　フ　ル　エ　ン　ザ　対　策　フ　ロ　ー

インフルエンザ発症の旨連絡

インフルエンザ発症者

医療機関で診断された場合 ※

濃厚接触者

インフルエンザ発症者と接触あり

自　宅　療　養

７日間経過して異常がなければ
 以後通常どおり登校・出勤

　　　　登　校　・　出　勤　可
７日間は発症の可能性があるの
で、毎朝体温測定及び手洗い励
行とマスク着用必須

経過中に３７．５℃
以上の発熱と、咽
頭痛・咳・痰のいず
れかが出現した場
合及び医療機関で
インフルエンザと診
断された場合　※

※は大学への連絡

連絡先：各自の所属部局の連絡先
へ連絡（学生は別添参照）

東京大学学生、教職員および全ての構成員各位

新型インフルエンザの感染等の防止について（第七報）「９月以降のインフルエンザ対策」

学内外をはじめ国内でインフルエンザが流行し、９月以降試験や講義の開始に伴いさらに感染拡大
が危惧されます。各自で罹った場合を想定した対策を準備し、またインフルエンザを発症した方は、
学内の発症状況を把握するため各部局の連絡先へ報告して下さい。また、課外活動等で複数例の
発症者が見られた場合は責任者が保健・健康推進本部へ連絡して下さい。

サークル・部活動
の課外活動等の
集団内で複数の
発症者が出た場
合

責任者がその数を保健・健康
推進本部専用電話へ報告。
サークル活動や部活動の休止
を検討。
専用電話：03-5841-1936

　　解熱剤なしに平熱と
　　なった日を０日として
　　２日経過

異常がなければ通常
どおり登校・出勤

責任者が発症者の回復を
確認し、保健・健康推進本
部と相談のうえ活動の再開



①所属、学年、氏名

②クラスまたは指導教員名

③住所（市区町村名）、連絡先（電話、e-mail）

④備考（その他）

● 学部学生

〔後期課程学生〕　　　　　　　　　連絡先

● 大学院学生

情報理工学系研究科 学務グループ 大学院チーム

学際情報学府 学務係

公共政策学教育部 公共政策大学院係

連絡先

医学系研究科 大学院係

薬学系研究科 教務チーム 大学院担当

数理科学研究科 教務課 数理科学教務係

新領域創成科学研究科 新領域担当課 教務係

総合文化研究科 教務課 総合文化大学院係

理学系研究科 大学院係

工学系研究科 学務グループ 大学院チーム

農学生命科学研究科 教務課 学生支援チーム大学院学生担当

人文社会系研究科 大学院係

教育学研究科 学生支援チーム 大学院担当

法学政治学研究科 大学院係

経済学研究科 教務・大学院係 大学院担当

経済学部 教務・大学院係 教務担当

教養学部 教務課後期課程係

教育学部 学生支援チーム 学部担当

薬学部 教務チーム 学部担当

03-5841-8769

03-5841-1349

教養学部 教務課 前期課程第一係

〔前期課程学生〕　　　　　　　　　連絡先

法学部 教務係

医学部 教務係

工学部 学務グループ 学部チーム

文学部 教務係

理学部 教務係

農学部 教務課 学生支援チーム学部学生担当

03-5841-4704

03-5465-7003

04-7136-4007

03-5841-7926

03-5841-4009

03-5841-6038

03-5841-5010

03-5841-3309

03-5841-3908

03-5841-3111

03-5841-5555

03-5454-6050

03-5841-4703

電話番号

03-5841-3710

03-5841-5009

03-5841-5552

03-5454-6048

03-5841-3907

03-5841-3308

03-5841-6033

03-5841-3709

03-5841-4003

03-5454-6042

電話番号

03-5841-3108

-----連絡先-----

電話番号

　下記内容について、連絡してください。

-----連絡事項-----


